
   

統計とっとり
統計課ホームページアドレス　https://www.pref.tottori.lg.jp/toukei

平成３１年３月１日
第108号

鳥取県地域振興部統計課
TEL  0 8 5 7 - 2 6 - 7 6 6 5
 FAX  0 8 5 7 - 2 3 - 5 0 3 3

「住宅・土地統計調査」（5年ごと）は、我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、
世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにする調査です。

　　　 調査対象世帯＝約１７,０００世帯
　　 　調査員＝４０５人　指導員＝７５人
　　　 公表：平成３１年４月予定（速報値）　
　　

家計調査通信（第533号）　
　　　　あなたの街の調査員♪♪♪より（抜粋）

　この家計調査では、毎日の家計収支など家庭に踏
み込んだ内容を回答していただくため、一番に世帯
の方々に信頼して頂くことを常に意識して行動して
います。そのため、快く協力頂いた方々には感謝の
気持ちでいっぱいになります。

個人企業経済ニュース（ＮＯ.342）
　　　   ～調査員便り～より（抜粋）

　事業主の方には本業以外の事でご負担をおかけしま
すが、今しっかりと調査を実施する事が子どもたちの
明るい未来に繋がると信じ、お伺いしています。

森岡　美智子　調査員（鳥取市） 平成３０年７月１５日発刊

平成３０年１２月号山本　圭助　調査員（岩美町）

　調査員の皆さまには、お世話になりました。

ナ シ オ

平成30年住宅・土地統計調査



      平成29年　

就業構造基本調査　から
国民の就業・不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得る。

調査基準日：平成29年10月１日
 

  男性  　5.7％　
女性　27.8％　

全体　19.2％（全国２位）

289,600人（有業者数）

492,200人（15歳以上人口）

男性　　6.8％（全国７位）
女性 　32.1％（全国２位）

周期：５年

全体　15.8％

調査区数：545　      　客体数：8,175世帯
調査員数：455人　      指導員数：52人

58.8％

【鳥取県】 【全　国】

（有業率）

②

鳥取県の有業者数（率）

育児休業制度を利用している者の割合
育児をしている有業者のうち



56.0％

37.3％

夫婦と親から成る世帯

夫婦のみの世帯

全国（48.8％)と比べると、
鳥取県は高い結果となっています。
また、家族構成の違いでみると共働
きの割合も大きく違っています。

63.4％夫婦と子どもから成る世帯

80.0％夫婦、子どもと親から成る世帯

年齢別有業率（女）
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男女ともに15～19歳
では、全国より低い結
果となっています。

【男性】
全体では36位で、年齢
別での上位は75歳以上
が12位（18.1％）と
なっています。

【女性】
全体では12位で、年齢
別では15～19歳が全
国より低いものの、そ
の他の年齢では全国を
上回っており、特に
　40～44歳の有業率は
　　　１位（87.7％）
　55～59歳
　　　２位（79.2％）
　20～24歳
　　　４位（75.8％）
と、なっています。

有業率（男女別）

有業者数
男性　154,700人
女性　134,900人

③

（共働き世帯の割合）
世帯別にみる共働きの違い　【鳥取県】全体：54.9％（全国７位）

鳥取県
58.8％

（男性：66.6％）
（女性：51.9％）

全国
59.7％

（男性：69.2％）
（女性：50.7％）
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員

今年度からオンライン調査の講義にパソコン操作の基礎研修が追加されました。実際にパソコン操
作をしながら電子調査票に入力していただきオンライン調査への理解が深まるものでした。

内容
　１、講義「統計調査について」
　２、講義
　　　「統計調査を行うにあたって　－接遇・話し方について－」
　　　「パソコンの操作基礎研修」　　　　　　
　　　「オンライン調査の概要について」
　３、班別意見交換会　　　　テーマ①「私のヒヤッと体験」テーマ②「私の心がけ」

　　　　　　１１月２１日（水）とりぎん文化会館

内容
　１、講義「統計調査について」
　２、講義  ベテラン調査員による講和「統計調査の仕事を振り返って」　　　　
　３、班別意見交換会
　　　テーマ「直近の調査について（工夫したこと。困ったこと。）」

　　　　　 ７月３０日（月）県西部総合事務所
　　　　　　　  　 ３１日（火） 県東部庁舎１ 回目

２ 回目

参加人数　全体　112人
（1回目　67人）（2回目　45人）

④



こちらの研修は、これからの活躍が期待される調査経験の浅い方に受講していただいているもので、
講義のほか、ベテラン調査員にも参加してもらい活発な意見交換会を行っています。

会場・開催日
　総務省統計局（東京都）　　
　11月29日（木）～30日（金）

内　容
　１、講　　義　「レジリエンス研修」困難な状況への対応における考え方
　２、班別討議　「調査活動における成功した事例、失敗した事例、困った事例」
　３、講　　義　「統計調査を活かす交渉術」〈参加型講義〉

各　研　修 対　　　象 実施時期
 ①　登録調査員初任者研修 　経験年数３年未満 ５～６月頃
 ②　都道府県別登録調査員研修 　すべての登録調査員 ７月以降

 ③　登録調査員中央研修
・経験年数５年以上
・平成28年～30年度の毎年度、　
　調査活動をされた方

12月12日（木）～13日（金）

【東部会場】 【中部会場】

【西部会場】
１、講義
　　「統計調査に係る基礎的・実践的内容」
　　　・統計の役割
　　　・統計調査の仕組み
　　　・統計調査員の役割
　　　・統計法規
２、講義「不適切な調査活動の事例」
３、講義「統計調査結果の活用事例」
４、意見交換会
　　助言者　太田信一郎調査員（東部会場）
　　　　　　遠藤　和子調査員（西部会場）

中核的・指導的な役割を担う予定の登録調査員として資質向上を図ることを目的に実施されている研修
です。本県からは４名の方が参加され、全体では約９５名の参加者が研修を受けられました。

【内容】

太田調査員

遠藤調査員

⑤



統計功労者表彰式・統計セミナー
平成30年11月21日（水）とりぎん文化会館

統計セミナーの様子

総務大臣表彰　　　倉敷 千歳 調査員

　今日の日を迎えて、これまで調査を引き受けてくだ

さった皆さんへ感謝の気持ちと共に今後も調査員とし

ての責務を自覚し、国の未来のために正確な調査を目

指して頑張っていきたいと思います。

　講演では、植松調査官を講師に統計調査の
必要性、重要性を中心に話がありました。

・統計調査は、行政を進める上で、的確な実態を把
握するために実施

・適切な費用により、的確な実態を把握するために
は、国民からの協力が必要

・調査員調査は、調査対象の方とのコミュニケー
ションを行うことで回収率向上に寄与する面

おめでとう　　
　　ございます。

　受賞者を代表し、総務大臣表彰を
受賞された岩田素子調査員が謝辞を
述べられました。

・統計調査は、行政を進める上で、的確な実態を把
握するために実施

・適切な費用により、的確な実態を把握するために
は、国民からの協力が必要

・調査員調査は、調査対象の方とのコミュニケー
ションを行うことで回収率向上に寄与する面

平成30年統計調査功労者表彰式　

⑥



鳥取県統計調査員会が
ショッピングセンターで統計調査への協力を呼びかけました。

　　平成30年10月16日（火） イオン日吉津店（日吉津村日吉津）
　　　　　　　10月18日（木） 　　イオン鳥取北店（鳥取市晩稲）
　　　　　　　　　　　　　　倉吉パープルタウン（倉吉市山根）

事業所 鳥取ロブスターツール
株式会社 (大山町)　

事業所 株式会社田中製作所 (鳥取市)

事業所 サンライズ工業株式会社 (鳥取市)

事業所 Ｔ Ｖ Ｃ 株式会社 (南部町)

事業所 株式会社さんれい製造
境港工場 (境港市)

事業所 フジッコ株式会社
境港工場 (境港市)

事業所 勝英産業株式会社 (鳥取市)

事業所 ダイヤモンド電機株式会社
鳥取工場 (鳥取市)

事業所 株式会社大明
鳥取工場 (鳥取市)

事業所 株式会社マルカン
鳥取工場 (鳥取市)

調査員 末  　吉  　一  　幸 (米子市)

調査員 森  　脇  　真  　子 (松江市)

調査員 岸 本 康 代  (鳥取市)

調査員 山 本 圭 助  (岩美町)

調査員 野 　 村 　 ル ミ 子  (鳥取市)

調査員 森 　 岡 　 美 智 子  (鳥取市)

調査員 永 見 恵 子  (岩美町)

調査員 中 島 光 子  (鳥取市)

調査員 北 　 村 　 美 登 里  (鳥取市)

調査員 坂 口 礼 子  (鳥取市)

調査員 稲 葉 直 廣  (岩美町)

調査員 岡 田 信 行  (米子市)

　事業所 株式会社PLANT　
SUPER　CENTER　PLANT-5境港店 (境港市)

　事業所 医療法人養和会
介護老人保健施設　仁風荘 (米子市)

　事業所 皆生温泉観光株式会社 (米子市)
　事業所 株式会社丸福 (米子市)
　県職員 兜　 　金　　　　　　暁 (鳥取県)
　調査員 田 村 美 江 (米子市)

　調査員 坂 　 田 　 千 惠 子 (米子市)
　調査員 田 中 美 子 (米子市)
　調査員 太 田 容 子 (鳥取市)
　調査員 小 泉 雅 子 (鳥取市)

　

　調査員 岡 　 田 　 美 恵 子 (岩美町)
　調査員 黒 　 岩 　 八 重 子 (智頭町)

労働力調査
　調査員  　倉   　敷   　　千   　歳      （米子市）
小売物価統計調査
　調査員  　光   　岡  　 　朋  　 之  　 （米子市）
家計調査
　調査員  　岩   　田   　　素   　子      （鳥取市）
平成29年就業構造基本調査
　指導員  　谷　　尾　　　早　　苗　   （鳥取市）
各種統計調査   
　調査員  　古   　林   　　由 美 香    　 （琴浦町）
　調査員　  山   　方 　　  良      江      （智頭町）

労働統計関係

構造統計　

経済産業省所管統計調査

⑦

敬省略、順不同



２０１９年度（平成31年度）に実施する
よろしく

お願いします。 統計調査（調査員調査）の一覧

経済センサス―基礎調査 全国消費実態調査 農林業センサス

①外観等による調査
②調査期間の平準化
③ICTの活用 「全国家計構造調査」

２０２０年は国勢調査の実施年です。

　

周期調査 経常調査

総務省 農林
水産省 総務省 厚生労働省 経済産業省

経
済
セ
ン
サ
ス
ー
基
礎
調
査

全
国
家
計
構
造
調
査

農
林
業
セ
ン
サ
ス

労
働
力
調
査

小
売
物
価
統
計
調
査
（
動
向
編
）

小
売
物
価
統
計
調
査
（
構
造
編
）

家
計
調
査

個
人
企
業
経
済
調
査

毎
月
勤
労
統
計
調
査
（
第
二
種
）

毎
月
勤
労
統
計
調
査
（
特
別
調
査
）

工
業
統
計
調
査

商
業
動
態
統
計
調
査

６月～ 
翌年３月

９月～ 
11月 ２/１ 毎月 毎月 隔月 毎月 毎四半期 毎月 7/31 6/1 毎月

鳥　取　市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
米　子　市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
倉　吉　市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
境　港　市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岩　美　町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
若 桜 町 ○ ○ ○ ○
智　頭　町 ○ ○ ○ ○ ○
八 頭 町 ○ ○ ○ ○
三　朝　町 ○ ○ ○ ○
湯 梨 浜 町 ○ ○ ○ ○ ○
琴 浦 町 ○ ○ ○ ○
北 栄 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日 吉 津 村 ○ ○ ○ ○
大　山　町 ○ ○ ○ ○ ○
南 部 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
伯　耆　町 ○ ○ ○ ○ ○
日　南　町 ○ ○ ○
日 野 町 ○ ○ ○ ○
江　府　町 ○ ○ ○

調査名称が
変わります。

新たな調査方法が
導入されます。

注：○印は対象市町村を示す。

市
町
村

調
査
名
・
調
査
基
準
日
等

平成31年3月1日現在

⑧

農林業を営んでいるすべて
の農家、林家や法人を対象
に調査を実施します。


